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令和６年９月三田市議会定例会（第３７７回）提出議案件名一覧表 

議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

議案第７１号 
 

令和６年度三田市一般会計補正予算（第３号） 

 

財 政 課 

 

【歳入歳出予算補正】 

補 正 額      ５３８，５９７千円 

補正後の額   ４５，３８８，６６０千円 

〔内容〕 

・国県支出金返納金            ７７，４０４千円 

・その他返納金                 ５９５千円 

・物価高騰対応重点支援給付金給付事業費  ７６，８９０千円 

・児童手当給付事業費          ２８６，８５５千円 

・生活保護適正実施推進事業費        １，９８０千円 

・予防接種事業費             ９４，７０３千円 

・民間既存建築物耐震化事業費        ３，３００千円 

・農林施設災害復旧事業費          ７，０００千円 

・学校給食運営費            △１０，１３０千円 

 

【債務負担行為補正】 

〔追加〕 

・給食搬送車両購入費 

期 間・・・令和６年度から令和７年度まで 

限度額・・・１０，１３０千円 

 

【地方債補正】 

補 正 額        １，８００千円 

補正後の額    ４，２７２，８００千円 

〔内容〕 

・農林施設災害復旧事業債          １，８００千円 

 

議案第７２号 
 

令和６年度三田市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

財 政 課 

 

【歳入歳出予算補正】 

補 正 額        ７，０４０千円 

補正後の額    ８，４３９，４４０千円 

〔内容〕 

・過年度収入精算返納金           ７，０４０千円 
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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

認 定 第 １ 号 

 

 

令和５年度三田市民病院事業会計決算認定について 

 

財 政 課 

 

（収益的収支） 

収益  ８，７５７，３３９，４００円 

費用  ９，４６４，０６５，２３９円 

△７０６，７２５，８３９円 

（資本的収支） 

収入  １，１１３，３２３，２９４円 

支出  １，６３４，３４５，１７４円 

△５２１，０２１，８８０円 

収益的収支は、損益計算書による。 

資本的収入が資本的支出に対し不足する額５２１，０２１，８８０円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６６９，８１０

円、過年度分損益勘定留保資金５２０，３５２，０７０円で補てんし

た。 

 

認 定 第 ２ 号 

 

 

令和５年度三田市水道事業会計決算認定について 

 

財 政 課 

 

（収益的収支） 

収益  ２，７６９，５６７，９７８円 

費用  ２，３５４，７８９，５２２円 

４１４，７７８，４５６円 

（資本的収支） 

収入    １３９，１０３，５４１円 

支出  １，０８３，１１５，５０５円 

△９４４，０１１，９６４円 

収益的収支は、損益計算書による。 

資本的収入が資本的支出に対し不足する額９４４，０１１，９６４円

は、減債積立金取崩額４４，８７１，５０７円、建設改良積立金取崩

額６３６，５６１，３７１円、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額２２，１２９，４２３円、当年度分損益勘定留保資金２４

０，４４９，６６３円で補てんした。 
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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

認 定 第 ３ 号 

 

 

令和５年度三田市下水道事業会計決算認定について 

 

財 政 課 

 

（収益的収支） 

収益  ２，８７６，１０７，２６１円 

費用  ２，６８３，０９６，５８６円 

１９３，０１０，６７５円 

（資本的収支） 

収入    ７２８，２９４，１１６円 

支出  １，２６８，８４９，８０１円 

△５４０，５５５，６８５円 

収益的収支は、損益計算書による。 

資本的収入が資本的支出に対し不足する額５４０，５５５，６８５円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２１，８０２，

４７６円及び過年度分損益勘定留保資金５１８，７５３，２０９円で

補てんした。 

 

議案第７３号 

 

三田市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

子ども育成課 

 

いじめの重大事態等の重篤な生徒指導事案等について、教育委員会が

必要と認めるものについての調査審議を行うための附属機関及びそ

の調査の結果についての調査審議を行うための附属機関を設置する

に当たり、当該条例の一部を改正しようとするもの。 

 

議案第７４号 

 

三田市立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について 

幼児教育振興課 

令和７年度に新たに三田市立認定こども園ありまふじ幼稚園を開設

するに当たり、当該条例及び関係条例の一部を改正しようとするも

の。 

 

議案第７５号 

 

三田市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

市 民 課 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等

に関する命令の一部改正に伴い、当該条例について所要の規定の整備

を行う必要が生じたため、当該条例の一部を改正しようとするもの。 
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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

議案第７６号 

 

三田市自家用有償旅客運送条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

交 通 政 策 課 

藍本の住民を対象とした自家用有償旅客運送について、ＪＲ相野駅を

終点とする路線を追加するに当たり、当該条例の一部を改正しようと

するもの。 

 

議案第７７号 

 

駒ケ谷運動公園体育館空調設備等改修工事請負契約の締結について 

契 約 検 査 課 

【契 約 の 名 称】 駒ケ谷運動公園体育館空調設備等改修工事請負 

契約 

【契 約 の 金 額】 ３１５，７００，０００円 

【契約の相手方】 兵庫県西脇市和布町１９０番地の２９ 

旭設備株式会社 

代表取締役 藤 本  泉 

 


